
平成２２年度食品安全委員会運営計画（案）抜粋

第２ 委員会の運営全般

１ 会議の開催

(4) 緊急時対応専門調査会の開催

おおむね３～４ヶ月ごとに開催し、緊急事態への対処体制の強化方策の検討

を行うとともに、委員会の緊急時対応の指針に基づいた、緊急時対応訓練の設

定及び訓練後の検証等を行い、必要に応じこれらの見直しを行う。

第５ 緊急の事態への対処

１ 緊急時対応訓練の実施

緊急事態等を想定した緊急時対応訓練を行い、緊急時対応体制の実効性を確認

するとともに、担当者の実践的対応能力の向上等を図る。

２ 緊急事態への対処体制の整備

緊急時対応専門調査会において、緊急時対応訓練の結果及び実際の緊急時対応

の検証を行い、緊急時対応の問題点や改善点等について検討し、必要に応じて委

員会の緊急時対応の指針の見直しを行う。

また、特に緊急時には委員会の緊急時対応の指針及び「緊急事態等における食

品安全委員会の情報提供のあり方について」を踏まえ、委員長談話の発表、ファ

クトシート、Ｑ＆Ａ等の作成・公表、自ら評価の実施やリスク管理機関から要請

のあった食品健康影響評価の優先的実施など、必要性・緊急性の程度に応じた手

段を用いて、危害物質の毒性等の科学的知見について速やかに委員会ホームペー

ジに公表するほか、リスク管理機関への意見申出を行うなど、関係行政機関等と

の連携を図るとともに、緊急事態等における対応について更に検討を進める。
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